
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 裏面もご覧ください。 

回覧 連絡報 
   

平成３０年１２月１４日 津久見市役所 総務課 

市民図書館 年末年始休館日のお知らせとお願い 
 

１２月２８日（金）～平成３１年１月４日（金）まで 

休館となります。お間違いのないようにお願いします。 

なお、休館中の返却は、玄関横の「ブックポスト」に 

お願いします。 
 
●問い合わせ先 ／ 市民図書館 ☎８５－００８０ 

確定申告書にはマイナンバーの記載が必要です 
 
 確定申告書にはマイナンバーの記載が必要です。また、マイナンバーを記載した確定申告書を税

務署へ提出する際には、本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。 

なお、ご自宅等からe-Taxで送信すれば、本人確認書類の提示または写しの添付が不要です。 

≪本人確認を行うときに使用する書類の例≫ 

 例１：マイナンバーカード 

例２：通知カードおよび運転免許証や公的医療保険の被保険者証など 

 詳しくは、国税庁ホームページをご覧いただくか、臼杵税務署にお尋ねください。 
 

法定調書の提出は１月３１日まで 
 
 給料、報酬、不動産の使用料等を支払った場合には、源泉徴収票や支払調書などの法定調書（一

部を除く。）を一年間の支払分を取りまとめて税務署に提出することになっています。平成３０年

中の支払に係る法定調書の提出は、平成３１年１月３１日（木）までとなっていますので、正確に

記載し、期限までに提出してください。 

 なお、マイナンバー制度の導入により、法定調書の提出義務者（支払者）は、原則として金銭等

の支払を受ける方および支払者等のマイナンバーまたは法人番号を記載する必要があります。 

 また、法定調書の種類ごとに、前々年に提出すべきであった当該法定調書の枚数が１,０００枚以

上ある法定調書については、e-Taxまたは光ディスク等による提出が義務化されています。 

 提出について、ご不明な点がありましたら、国税庁ホームページをご覧ください。 
 
●問い合わせ先 ／ 臼杵税務署 ☎０９７２－６３－８５２２  ※自動音声案内 

小学３年生～高校生のための春休み海外研修交流事業 参加者募集 
 
●研修国 ／ イギリス・オーストラリア・カナダ・サイパン・ニュージーランド・ 

フィリピン・カンボジア 

●内 容 ／ ホームステイ・英語研修・文化交流・地域見学・野外活動等 

●説明会 ／ 全国１０都市にて開催（予約不要・入場無料）※最寄りは福岡県 

●日 程 ／ 平成３１年３月２４日（日）～４月５日（金）の内６～１１日間 

●対 象 ／ 小学校３年生～高校３年生の方まで ●定員 ／ １０～２０名 

●参加費 ／ ２５．８～４９．８万円 ●締切 ／ ２月１日（金）※１月２５日までは早期割引１万円 
 
●問い合わせ先 ／ 公益財団法人 国際青少年研修協会 ☎０３－６４１７－９７２１ 



 

漁師×漁協×料理人 
本物のうまいがここにある 


